
 

 

介護認定審査会 

(1)沿革 

審査会は、被保険者が介護保険の給付を受けるのが適当かどうか、またその介護に必

要な度合いを審査、判定する機関です。 

  審査会では、調査員の認定調査により作成される「コンピュータによる一次判定結果」

「認定調査表(特記事項）」及び「主治医意見書」の内容をもとに、どのくらいの介護が

必要かを総合的に審査します。 

審査会は、保健・医療・福祉の各分野から選出された専門家で構成されています。 

審査会は１合議体（グループ）５名からなり８合議体で編成されています。 

審査会の開催日は、月曜日、木曜日、金曜日です。 

審査会の判定結果をもとに市、町が認定します。 

   

(2)介護認定審査会のしくみ 

訪問調査とその特記事項、医師の意見書をもとに、介護認定審査会が審査し、どのくら

いの介護が必要か（＝要介護状態区分）を判定します。  

 

障害認定審査会 

(1)沿革 

審査会は、申請者が自立支援給付を受けるのが適当かどうか、また、その支援に必要な

度合いを審査、判定する機関です。 

審査会は、調査員の認定調査により作成される「コンピュータによる一次判定結果」

「認定調査表（特記事項）」及び「医師意見書」の内容をもとに、どのくらいの支援が

必要かを総合的に審査します。 

審査会は、保健・医療・福祉の各分野から選出された専門家で構成されています。 

審議会は１合議体（グループ）５名から構成されています。審査会の開催日は、月曜日

です。 

審査会の判定結果をもとに市、町が認定します。 

 

(2)障害認定審査会のしくみ 

訪問調査の結果と特記事項、医師の意見書をもとに、障害認定審査会が審査し、どの

くらいの支援が必要か（＝障害程度区分）を判定します。 

介護認定審査会・障害認定審査会 


